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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 6 月 2 9 日 ( 2 0 2 2 . 6 . 2 9 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  遊 技 媒 体 の 受 け 入 れ を 許 可 す る 位 置 又 は 拒 否 す る 位 置 に 移 動 可 能 な ブ ロ ッ カ を 備 え 、
  或 る 遊 技 に お い て 、 遭 遇 確 率 の 最 も 高 い 図 柄 組 合 せ が 停 止 し た 後 に 最 終 停 止 操 作 と な る  
ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 操 作 が 離 さ れ た タ イ ミ ン グ か ら ブ ロ ッ カ が 遊 技 媒 体 の 受 け 入 れ を 許 可  
す る 位 置 に 移 動 す る ま で の 時 間 を Ｔ １ と し 、
  遊 技 機 正 面 視 に て 遊 技 媒 体 の 下 端 が 遊 技 媒 体 投 入 口 の 上 端 と 一 致 し て い る 位 置 か ら 遊 技  
媒 体 が 投 入 さ れ て 当 該 遊 技 媒 体 が ブ ロ ッ カ に 到 達 す る ま で の 時 間 を Ｔ ２ と し た と き 、
  Ｔ １ ＜ Ｔ ２ と な っ て い る
遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
  本 発 明 に 係 る 遊 技 機 は 、 遊 技 媒 体 の 受 け 入 れ を 許 可 す る 位 置 又 は 拒 否 す る 位 置 に 移 動 可  
能 な ブ ロ ッ カ を 備 え 、 或 る 遊 技 に お い て 、 遭 遇 確 率 の 最 も 高 い 図 柄 組 合 せ が 停 止 し た 後 に  
最 終 停 止 操 作 と な る ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 操 作 が 離 さ れ た タ イ ミ ン グ か ら ブ ロ ッ カ が 遊 技 媒  
体 の 受 け 入 れ を 許 可 す る 位 置 に 移 動 す る ま で の 時 間 を Ｔ １ と し 、 遊 技 機 正 面 視 に て 遊 技 媒  
体 の 下 端 が 遊 技 媒 体 投 入 口 の 上 端 と 一 致 し て い る 位 置 か ら 遊 技 媒 体 が 投 入 さ れ て 当 該 遊 技  
媒 体 が ブ ロ ッ カ に 到 達 す る ま で の 時 間 を Ｔ ２ と し た と き 、 Ｔ １ ＜ Ｔ ２ と な っ て い る 。
  ま た 、 本 発 明 に 係 る 遊 技 機 は 、 複 数 の リ ー ル と 、   複 数 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ と 、   ス タ  
ー ト ス イ ッ チ と 、   遊 技 メ ダ ル を 投 入 可 能 な メ ダ ル 投 入 口 と 、   遊 技 メ ダ ル が 通 過 可 能 な  
セ レ ク タ と を 備 え 、   セ レ ク タ 内 部 の ブ ロ ッ カ が 第 １ 態 様 と な っ て い る 場 合 は 、 セ レ ク タ  
内 部 を 通 過 す る メ ダ ル が ホ ッ パ ー に 導 か れ な い よ う 構 成 さ れ て お り 、   セ レ ク タ 内 部 の ブ  
ロ ッ カ が 第 ２ 態 様 と な っ て い る 場 合 は 、 セ レ ク タ 内 部 を 通 過 す る メ ダ ル が ホ ッ パ ー に 導 か  
れ 得 る よ う 構 成 さ れ て お り 、   ス タ ー ト ス イ ッ チ の 操 作 が 検 知 さ れ る こ と に よ り ス タ ー ト  
ス イ ッ チ の 操 作 が 受 け 付 け ら れ 、 内 部 抽 せ ん 手 段 に よ る 内 部 抽 せ ん 結 果 と し て 所 定 の 結 果  
が 決 定 さ れ 、 全 て の リ ー ル に 対 す る リ ー ル 回 転 制 御 が 所 定 の タ イ ミ ン グ で 開 始 さ れ た 状 況  
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下 に お い て 、 当 該 所 定 の タ イ ミ ン グ で メ ダ ル 投 入 口 か ら メ ダ ル が 投 入 さ れ た 場 合 は 、 当 該  
メ ダ ル が ブ ロ ッ カ に 到 達 し た と き の ブ ロ ッ カ は 第 １ 態 様 と な っ て い る よ う 設 計 さ れ て お り  
、   前 記 所 定 の 結 果 が 決 定 さ れ た 遊 技 に お い て 、 最 終 停 止 操 作 と な る 所 定 の ス ト ッ プ ス イ  
ッ チ の 操 作 が 検 知 さ れ る こ と に よ り 所 定 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 操 作 が 受 け 付 け ら れ 、 そ の  
後 所 定 の ス ト ッ プ ス イ ッ チ の 操 作 が 特 定 の タ イ ミ ン グ で 検 知 さ れ な く な っ た 状 況 下 に お い  
て 、 当 該 特 定 の タ イ ミ ン グ で メ ダ ル 投 入 口 か ら メ ダ ル が 投 入 さ れ た 場 合 は 、 当 該 メ ダ ル が  
ブ ロ ッ カ に 到 達 し た と き の ブ ロ ッ カ は 第 ２ 態 様 と な っ て い る よ う 設 計 さ れ て い る 態 様 で あ  
っ て も よ い 。
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